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公
布
さ
れ
た
規
則
の
あ
ら
ま
し 

○
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
四
号
） 

１ 

救
助
を
必
要
と
す
る
者
に
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
費
用
の
限
度
額
を
改
め
る
こ
と
と

し
た
。
（
別
表
第
一
関
係
） 

２ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 


